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私道共同排水設備に関する助成制度

　私道共同排水設備とは、その私道に面した複数の設置義務者（建築物所有者又は土地所
有者）の宅地から下水を公共下水へ排出するために共同で使用する排水設備をいいます。
　川崎市では、この私道共同排水設備を敷設したり、修繕したりすることに対して、助
成制度を設けています。

　市の下水道処理区域、処理区域に隣接する区域及び公共下水道工事施行中であり、近く処
理区域となる区域で、既設の私道に共同排水設備を設置するための工事を行う皆様が、工事
後直ちに水洗化する場合にこの制度が利用できます。

◯処理区域となってから、3年以内（※）であること。
◯私道の一端が公道に接続していること。
◯私道の幅員が 1メートル以上、利用する家屋が 2棟以上あること。（新築、増築を除く）
◯私道の所有者その他の権利者全員の承諾が得られること。
◯工事完了後、全ての家屋が排水設備工事を行い、公共下水道に接続すること。
◯設置した私道共同排水設備に申請者以外の者の取付菅接続工事が必要になった場合、協議
　の上、承諾すること。

（1）私道共同排水設備敷設助成制度

① 助成要件

　市の基準により算定した工事費の額と助成対象工事に要した経費を比較して、いずれか低
い額の 80％に相当する額（税込）（工事費の限定額に 1,000 円未満の端数があるときは、
当該端数を切り捨てる。）

② 助成額

　私道共同排水設備を設置するときは、代表者を選び、指定工事店に工事の申込みをし、市
に申請書を提出してください。
　※助成金の支払は、工事が完了し、検査合格後に助成金額が確定次第お支払いします。

③ 手続き

　助成金により敷設した私道共同排水設備は、皆様（申請者）の共有物となりますので、施
設の適正な維持管理は皆様で行うこととなります。

④ 私道共同排水設備の維持管理

「私道共同排水設備敷設・修繕助成金交付申請書」
添付書類：計画確認申請書、私道共同排水設備敷設工事設計書、誓約書、委任状、土地使用
　　　　　承諾書の写し、公図、登記事項証明書など

⑥ 提出書類

◯私道の排水管及び側溝
◯私道ます及びマンホール
◯私道取付菅
◯上記 3項目の工事の施行に伴い必要となる設計、試験堀、ガス管、水道管又は排水設備の
　移設、切り回し、撤去及び道路復旧
◯分流地域の宅地内最下流に設ける雨水ます（側溝排水を除く）

⑤ 助成対象工事の範囲
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　私道共同排水設備の適正に維持管理していただくことで、公共下水道の適正な保全を図るこ
とを目的とした制度で、私道共同排水設備の修繕工事を行う皆様がこの制度を利用できます。

◯私道の幅員が 1メートル以上あり、かつ一端が公道に接続していること。
◯私道共同排水設備を汚水を排除する建築物が 2棟以上あること。
◯私道共同排水設備が敷設後 10年を経過していること。
　（敷設時期が不明な場合は、処理区域となってから 11年を経過していること）
◯利害関係人全員（私道所有者・建築物所有者・建築物使用者など）の承諾があること。
◯工事費が５万円以上であること。

（2）私道共同排水設備修繕助成制度

① 助成要件

　工事費（3社見積のうち最安価なもの）の 70％に相当する額（税込）（工事費の確定額に
1,000 円未満の端数があるときは端数を切り捨て）

② 助成額

　私道共同排水設備を修繕するときは、代表者を選び、指定工事店に工事の申込みをし、市
に申請書を提出してください。
　※助成金の支払は、工事が完了し、市の審査後に助成金額が確定次第お支払いします。

③ 手続き

　私道共同排水設備は、皆様が維持管理を行うものです。この助成制度を利用して修繕を行っ
た後も、引き続き皆様で適正に維持管理を行い、快適にお過ごしください。

④ 私道共同排水設備の維持管理

「私道共同排水設備敷設・修繕助成金交付申請書」
添付書類：誓約書、委任状、図面（案内図、平面図など）、指定工事店 3社以上の見積書の
　　　　　写し、修繕承諾書の写し、公図、登記事項証明書など

⑥ 提出書類

◯私道ます又はマンホール相互間を接続する私道排水菅の一部
◯私道ます又はマンホール（高さ調整、部材の取替え等）
◯私道取付菅
◯その他（試験堀、ガス・水道菅の切回し、道路の復旧、安全確保のために行った緊急的な
　　　　　措置にかかった費用など）

⑤ 助成対象工事の範囲
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